




資料２
○オンライン委員会開催に向けた検討事項

○具体的に必要になる作業
1 会議規則の改正

2 委員会条例の改正

3 運営要綱の策定

4 その他の運営上の検討

※１、２の改正については、全国市議会議長会が示している「標準市議会会議規則」及び「標準市議会委員会条例」に準拠する形での改正を基本とする。

○主な検討事項

No. 検討項目 検討内容 整備する規定

1 オンライン出席の事由
「大規模な災害等の発生等」、「重大な感染症のまん延」に加え、「育児、介護、疾病等」の
事由もオンライン出席の対象とするか。

委員会条例

2 対象委員会 オンラインの方法により開催できる委員会の対象。 運営要綱

3 秘密会の取扱い 秘密性を高いレベルで確保する手法等の確立が困難な場合、除外するか。 委員会条例

4 正副委員長のオンライン出席の取扱い 正副委員長のオンライン出席の可否。 運営要綱

5 委員のオンライン出席の取扱い 委員は一部または全委員がオンライン出席を可能とするか。 運営要綱

6 委員外議員のオンライン出席の取扱い 委員外議員のオンライン出席の可否。 会議規則

7 理事者側説明員のオンライン出席の取扱い 理事者側説明員のオンライン出席の可否。 委員会条例

8 請願紹介議員のオンライン出席 請願紹介議員のオンライン出席の可否。 会議規則

9 参考人等のオンライン出席 公述人・参考人の委員会へのオンライン出席の可否。 委員会条例

10 オンライン出席を希望する委員の届出の方法 届出の期日。届出先。届出の方法。（例：委員会開会日の前日正午までに委員長に届出） 運営要綱

11 オンライン出席委員の責務

開会までの通信環境の確認方法。
セキュリティ対策。（オンライン委員会で使用する機器の範囲）
オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないための対策。（会議
に参加する場所の範囲）。
委員会に関係しない映像や音声が入り込まないための対策（音声、背景の設定等）

運営要綱

12 通信障害時の取扱い
途中退席したものとみなすのか。定足数を満たさなくなった場合の対応。
表決の際に映像と音声が途切れた場合の対応。

運営要綱

13 表決の方法 簡易表決、起立表決、投票による表決及び選挙の方法。 運営要綱

14 除斥や秩序保持に関する措置への対応 オンライン出席委員の除斥や秩序保持に関する処置への対応。 運営要綱

15 WEB会議システムの選定 WEB会議システムはどのようなものを選定するのか。 その他

16 傍聴者への対応 傍聴者（直接傍聴者、ライブ中継の視聴者）への対応。 その他



 
資料３

生駒市議会災害対策委員会に関する要綱（平成２７年１２月３日 議会運営委員会決定）新旧対照表 要覧P.８６からP.８７ 

現行 改正案 

（設置） 

第 1 条 生駒市議会会議規則（昭和 46 年 11 月生駒市議会規則第 2 号）第

166 条第 1 項の規定により、生駒市議会災害対策本部設置要綱及び生駒

市議会災害対策行動マニュアルに基づく災害対応に係る訓練などについ

て協議又は調整を行うため、災害対策委員会を設置する。 

（設置） 

第 1 条 生駒市議会会議規則（昭和 46 年 11 月生駒市議会規則第 2 号）第

166 条第 1 項の規定により、生駒市議会災害対策本部設置要綱及び生駒

市議会災害対策行動マニュアルに基づく災害対応に係る訓練などの実施

並びに生駒市議会災害対策本部設置要綱及び生駒市議会災害対策行動マ

ニュアルの見直しなどについて協議又は調整を行うため、災害対策委員会

を設置する。 

 

生駒市議会会議規則（昭和４６年１１月１日議会規則第２号）新旧対照表 要覧 P.５６ 

現行 改正案 

別表（第１６６条関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 

略 略 略 略 

災害対策 

委 員 会 

生駒市議会災害対策本部

設置要綱及び生駒市議会

災害対策行動マニュアル

に基づく災害対応に係る

訓練等について協議又は

調整を行うため 

災 害 対 策 

委員会委員 

災害対策 

委員会委員長 

 

 

別表（第１６６条関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 

略 略 略 略 

災害対策 

委 員 会 

生駒市議会災害対策本部

設置要綱及び生駒市議会

災害対策行動マニュアル

に基づく災害対応に係る

訓練等の実施並びに生駒

市議会災害対策本部設置

要綱及び生駒市議会災害

対策行動マニュアルの見

直し等について協議又は

調整を行うため 

災 害 対 策 

委員会委員 

災害対策 

委員会委員長 

 

 

 








